
１.　カウンセリング・書類選考・電話インタビュー・審査パス

２.　正式申し込み

３.　英語力確認・英語学校入学プレイスメントテスト受験（必要な場合）

４.　第一回目ご請求・お支払い（※返金不可）

５.　各候補者行き先ホテルの確定（ホテルによってはインタビューあり）

６.　ＯＴＶビザ書類準備・ＯＴＶビザノミネーション申請認可・ご本人
       によるＯＴＶビザ申請・ビザ発給

７.　第二回目ご請求・残金お支払い

８.　英語学校正式申し込み・渡豪準備開始

９.　渡航・英語学校開始（１０週間）

１０.　英語学校終了

１１.　インターンシップ事前オリエンテーション・ＴＡＸ・ＦＩＬＥ・
         ＮＵＭＢＥＲ取得（１～２週間）

１２.　インターンシップ開始（４０週間）

※̀プログラム開始時期は
１１月・３月・７月の年間３回
を予定しております。

このプログラムは、日本のホテル業界で職務経験はあるが、関連ホスピタリティー学歴を保持していない・又は年齢制限に引っかか

っている為、既存の有給ホテルインターンシッププログラムの参加条件を満たすことが出来ない日本からの参加希望者を対象として

います。トータル５２週間の内、最初の１０週間オーストラリアにて指定語学学校に通い、その後、有給でのホテル研修（４０週間）が

確約されています。プログラム終了後の日本帰国時にはオーストラリアでの経験を武器にホテル業界でキャリアを積むも良し、

オーストラリアに残って更に学歴を伸ばすのも良し…多数のキャリアアップの方向性を秘めています。海外での経験は間違いなく

あなたの今後の人生においてかけがえの無いものとなることでしょう。

ホスピタリティー英語コース（１０週間）

有給ホテルインターンシッププログラム（４０週間）
オーストラリアクイーンズランド州
（ブリスベン・ゴールドコースト・ケアンズ）

年齢� １８歳～３５歳まで（当プログラム参加は３５歳ま
� で可能です。）ただし移民局は「なぜその年齢にし
　　　　て職業訓練が必要なのか？」という点を見ます。

学歴� 高校卒業以上

職歴� ４つ星以上のホテル（高級旅館もＯＫ）でフルタイム
� ２年間以上の業務経験（ただし、ホテルでの経験が
　　　　あまりに出来上がっている方は不可。＝例：すでに
　　　　マネージメントレベルの職務についている。）

英語� ビジネスレベルの英語力（特にコミュニケーション
� 力）＝基準：ＩＥＬＴＳ５．５以上アカデミックモ
            ジュール又は、指定語学学校入学テストパス

意識� ホテル業界でキャリアを積むというしっかりした
� 目的意識のある人

面接� 事前電話インタビューにパスすること（英語力・
� やる気・パーソナリティー判断）

渡豪後、まずインターンシップ実務研修開始の準備として、
ホスピタリティー関連英語コースにて１０週間実務に必要な
英語力を身につけて頂きます。英語学校（イングリッシュ・
フォー・ホスピタリティ ）１０週間は、ゴールドコースト
（ゴールドコーストＴＡＦＥ）又はブリスベン市内（サリナ
・ロッソ・スクール）の学校のいずれかとなります。
（※場合によっては他州の学校の可能性もあり。）

語学学校終了後、インターン（４０週間）開始まで、１週間～
２週間の待機期間があります。この間に引越しの必要な人は
引越しを済ませるなどインターン開始に当たっての準備をして
いただきます。また、この間に必要に併せオリエンテーション
（説明会）が開催されます。ＴＡＸ・ＦＩＬＥ・ＮＵＭＢＥＲ
取得が済んでいない人はこの間に手配していただきます。




